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地域公共交通検討業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

本実施要領は、地域公共交通検討業務に係る公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」とい

う。）により選定するために必要な事項を定める。 

 

1 業務概要 

1.1 業務目的 

本業務は、高齢化が進む本市において、誰もがより快適で容易に移動できる交通手段を維持・確保

するため、市内の公共交通の現況及び移動ニーズを調査、把握、分析することにより、市内循環バス

の再編案の作成及び本市の将来的な公共交通の方向性を検討することを目的とする。 

 

1.2 業務概要 

1.2.1 業務名称 

地域公共交通検討業務 

1.2.2 業務内容 

別紙「地域公共交通検討業務仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり 

1.2.3 業務期間 

本業務の業務期間は次のとおりとする。 

 業務期間：契約締結日の翌日から令和７年３月31日まで 

 

1.3 担当部署 

柏原市  都市デザイン部  交通政策課  

〒582－8555  大阪府柏原市安堂町 1 番 55 号  

電話  072－971－2263    FAX  072－972－1541  

メールアドレス  koutuuseisaku@city.kashiwara.lg.jp 

 

1.4 事業者の選定方式 

公募型プロポーザル方式とする。 

 

1.5 見積金額 

本業務の見積金額上限は、以下のとおりとする。なお、当該上限を超えて見積を行った場合は、失格

とする。 

【地域公共交通検討業務】 
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  18,300,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

  令和５年度支払限度額 6,800,000円 

  令和６年度支払限度額 11,500,000円 

※債務負担行為を設定しているため、年度ごとに出来高や成果品の検査を行った上で支払いを行う。な

お、予算の都合上その他必要があるときは、前項の各年度の支払限度額を変更することができる。 

 

2 プロポーザル参加に関する条件等 

2.1 参加者の構成等 

 参加者は、単独企業とする。 

 

2.2 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる全てを満たしているものとする。 

(1) 令和 5・6年度の柏原市測量・建設コンサルタント等業務における入札参加資格を有していること。 

(2) 柏原市入札参加有資格業者指名停止要綱に基づく指名停止業者又は指名回避業者でないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 のいずれの規定にも該当しない者である

こと。 

(4) 柏原市暴力団排除条例（平成 25 年柏原市条例第 27 号）第 2 条第 7 号に規定する暴力団員又は同

条第 8 号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをした者で更生計画の認可

がなされていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てを

した者で再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 

(6) 平成 25年度以降に交通計画に関する業務又は同種業務の実績を有すること。 

(7) 本業務の期間中、管理技術者として、下記(ア)、(イ)及び(ウ)の資格、経験を有する者を配置する

こと。 

(ア)技術士（建設部門－都市及び地方計画又は道路）又は技術士（総合技術監理部門（建設－都市

及び地方計画又は道路）） 

(イ)交通計画に関する業務又は同種業務に従事した実績 

(ウ)参加申込書の提出日を基準に 3カ月以上の雇用関係 

(8) 本業務の期間中、照査技術者として、下記(ア)、(イ)及び(ウ)の資格、経験を有する者を配置する

こと。 

(ア)技術士（建設部門－都市及び地方計画又は道路）又は技術士（総合技術監理部門（建設－都市

及び地方計画又は道路））又はＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画又は道路） 

(イ)交通計画に関する業務又は同種業務に従事した実績 

(ウ)参加申込書の提出日を基準に 3カ月以上の雇用関係 

(9) 本業務の期間中、担当技術者として、下記(ア)及び(イ)の資格、経験を有する者を配置すること。 

(ア)交通計画に関する業務又は同種業務に従事した実績 

(イ)参加申込書の提出日を基準に 3カ月以上の雇用関係 

(10)(6)～(9)において、交通計画に関する業務とは、地域公共交通計画や地域公共交通利便増進実施計
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画等の地域公共交通に関する全体計画の策定業務をいう。同種業務とは交通事業者等が発注する路

線バス再編検討等の業務、公共交通における計画の策定に向けた公共交通利用状況、ニーズ等の調

査業務をいう。 

 

3 募集、選定等の日程等 

3.1 スケジュール 

 選定に係る日程は、次の通りとする。ただし、審査等の状況により日程が前後する場合がある。 

項目 日程 

公告（公募開始）及び質疑受付開始 令和５年８月 18日(金) 

質疑受付終了 令和５年８月 25日(金) 

質疑回答 令和５年８月 30日(水) 

参加申込の受付締切 令和５年９月１日(金) 

参加資格の審査 令和５年９月４日(月) 

参加資格審査の結果通知 令和５年９月５日(火) 

企画提案書受付開始 令和５年９月６日(水) 

企画提案書受付締切 令和５年９月 27日(水) 

プレゼンテーション審査 令和５年 10月３日(火) 

選定結果通知 令和５年 10月５日(木) 

契約締結 令和５年 10月６日(金)以降 

 

3.2 参加資格確認基準日 

参加者は、上記 2.2に示す参加資格要件を満たすことを証明するため、参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。参加資格の確認基準日は、プロポーザル参加申込書及び参加資格確認書類の提出締切日（令

和５年９月１日(金)）とする。 

 

3.3 参加者が参加資格を喪失した場合の取扱い 

参加者が、契約締結日までの間に参加資格を欠くにいたった場合は失格とする。 

3.3.1 応募の無効 

 提出期限までに参加申込書を提出しなかった場合及び参加資格確認で資格要件を満たしていなかっ

た場合は、応募は無効とし企画提案書を提出できない。 

3.3.2 実施要領等の承諾 

 参加者はプロポーザル参加申込書の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

3.3.3 費用負担 

 参加申込書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。 

3.3.4 使用言語、単位等 

 応募に際して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定めるもの、通貨は

日本円、時刻は日本標準時とする。 
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3.3.5 提出書類の取り扱い 

(1) 著作権 

 参加者からの提出書類に含まれる著作物の著作権は、当該参加者に帰属する。ただし、公表、展示その他市

が本業務に関し必要と認める用途に用いるときは、本市は必要な範囲でこれを無償で使用することができる。

この場合、参加者の技術・商業上のノウハウは公表しない。 

(2) 提出書類の返却等 

 参加者からの提出書類は返却しない。また、提出期限以降における修正、差し替え又は再提出は、本市が指

示をした場合を除き認めない。 

(3) 確認書類の提出 

 提出書類の内容を確認するため、追加で確認書類（契約書、証明書の写し等）の提出を求めることがある。 

(4) 提出書類の無効 

 提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該参加申込書又は企画提案書を無効とするとともに、虚偽の記載を

した者に対して指名停止を行うことがある。 

3.3.6 提供資料の取り扱い 

 本市が提供する資料は、本業務に関する検討以外の目的で使用してはならない。また、本業務に係る

検討の範囲内であっても、本市の了承を得ることなく、第三者にこれを使用させたり、又は内容を提示

したりしてはならない。 

 

4 募集に関する手続等 

4.1 実施要領等の交付について 

4.1.1 交付方法 

本プロポーザルの公募に関する資料等の交付は、本市ウェブサイト上で行う。 

4.1.2 交付日 

 令和５年８月 18日(金) 

 

4.2 質問の受付 

 プロポーザル実施要領等及び企画提案書の提出に関して質問がある場合は、以下のとおり申し出るこ

と。 

(1) 受付期間 

 令和５年８月 18日(金)～令和５年８月 25日(金)17時 

(2) 受付方法 

 【様式 1】質問書に必要事項を記入し、件名を「地域公共交通検討業務に関する質問（企業名）」（「」

を除く。）として電子メールで送付すること。なお、送付後は事務局まで受信確認の電話を入れること。 

 

4.3 質問の回答 

前項の質問に対する回答は、令和５年８月30日(水)までに、本市のウェブサイトで随時公表する。

ただし、回答の公表に当たっては質問者を匿名化する。 
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4.4 参加申込書及び参加資格確認書類の提出 

 参加者は、【様式2】プロポーザル参加申込書とともに【様式3～5-3】参加資格確認書類を以下のと

おり提出すること。 

(1) 提出期間 

 令和５年８月 18日(金)～令和５年９月１日(金)まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く９時から 17

時まで。） 

(2) 提出方法 

 持参により提出すること。その他の方法による提出は認めない。代理人により提出する場合は、提出

時に【様式 9】委任状を合わせて持参すること。 

(3) 提出先 

1.3の担当部署 

(4) 提出書類 

 「6.2プロポーザル参加申込時の提出書類」を参照のこと。 

(5) 参加資格審査の結果通知 

 参加資格審査の結果については、令和５年９月５日(火)に電子メールで通知する。 

 

4.5 企画提案書類の提出 

 参加資格があると認めた参加者（以下、「企画提案者」という。）は、【様式6】企画提案書類提出届

とともに「6.3.2 提出書類」に記載されている企画提案書類を以下のとおり提出すること。 

(1) 提出期間 

 令和５年９月６日(水)～令和５年９月 27日(水)まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く９時から 17

時まで。） 

(2) 提出方法 

持参により提出すること。その他の方法による提出は認めない。代理人により提出する場合は、提出

時に【様式 9】委任状を合わせて持参すること。 

(3) 提出書類 

 「6.3企画提案書提出時の提出書類」を参照のこと。 

 

4.6 応募の辞退 

 【様式2】プロポーザル参加申込書の提出以降、プレゼンテーション審査の実施前日まで随時応募を

辞退することができる。応募を辞退する場合は、令和５年10月２日(月)まで（土曜日、日曜日及び祝

祭日を除く９時から17時まで。）に、【様式8】辞退届を持参により提出すること。その他の方法による

提出は認めない。代理人により提出する場合は、提出時に【様式9】委任状を併せて持参すること。 

 

5 提案の審査等 

5.1 審査全般 

 審査は、「地域公共交通検討業務プロポーザル審査委員会」（以下「委員会」という。）において行

う。審査の評価基準は「地域公共交通検討業務 評価基準表」のとおりとする。 
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提案者が１者のみの場合であっても、内容の審査を行い、選定の可否を決定する。ただし、審査の

評価点の合計が、満点の６割に満たない場合は、契約の相手方の候補者として認めないものとする。 

 

5.2 企画提案審査 

5.2.1 プレゼンテーション 

 提案のプレゼンテーション審査を実施し、企画提案書とプレゼンテーションの内容を合わせて審査を

行う。 

(1) 日程 

令和５年 10月３日(火)（詳細は、別途通知する） 

(2) 場所 

柏原市役所（詳細は、別途通知する） 

(3) プレゼンテーション方法 

一提案者のプレゼンテーションの持ち時間は、提案 20 分、質疑応答 10 分、計 30 分とする。提出

した提案書の内容をもとに簡潔に説明すること。※実施時における企画提案書以外の資料配布は禁止と

する。 

(4) 使用機材・備品 

プレゼンテーションの実施において使用する機材、また必要となる機器や備品がある場合については、

必要に応じて提案者が用意することとする。（モニターについては本市が用意する。） 

5.2.2 プレゼンテーションの出席者 

出席者数は予定の管理技術者を含む５名までとする。なお、参加者である各企業の従業員以外の者の

出席は認めない。 

 

5.3 優先交渉事業者及び次点者の選定 

 委員会は、評価値によって評価順位を決定するとともに、最も高い提案を優秀提案とし、当該提案

を行った者を優先交渉事業者として選定する。また、次に高い提案を行った者を次点者とする。 

評価値＝各委員の総合評価点の平均値 

なお、評価値が同点で優先交渉事業者が２者以上となったときは、評価基準表の評価項目「企画提

案能力‐特定テーマ」の評価値が最も高い提案を行った者を優先交渉事業者として選定する。この場

合において、評価基準表の評価項目「企画提案能力‐特定テーマ」の評価値が同点であるときは委員

会に諮って優先交渉事業者を選定する。また、次点者についても同様とする。 

 

5.4 審査結果の通知 

 審査結果は、全提案者に電子メールで通知し、併せて、普通郵便で書面による通知を行う。 

なお、電話等による問合せには一切応じない。 

 

5.5 参加者がない場合の取扱い 

 参加者がない場合、本市はその旨を速やかに市のウェブサイトで公表する。 
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5.6 契約手続き 

5.6.1 契約の締結 

 本市は、優先交渉事業者と選定された者に見積を依頼するとともに本業務の契約交渉を行い、契約を

締結する。 

5.6.2 優先交渉事業者が契約を締結しない場合 

 本市は、下記のいずれかに該当し優先交渉事業者と業務契約を締結できない場合は、次点者と選定さ

れた者と契約交渉を行うものとする。 

(1) 優先交渉事業者が本要領 2.2に定める要件を満たすことができなくなったとき 

(2) 契約交渉が成立しないとき又は優先交渉事業者が本契約の締結を辞退したとき 

(3) その他の理由により契約の締結が不可能となったとき 

 

6 提出書類 

6.1 プロポーザル実施要領等及び企画提案書の提出に関する質問時の提出書類 

 プロポーザル実施要領等及び企画提案書の提出に関して質問がある場合は、下表に示す書類を提出

すること。 

提出書類 様式 作成要領等 

質問書 1 

・提出は任意（質問がある場合のみ提出） 

・質問は様式1枚につき1件とするため、質問が複数ある場合

は、様式を複写して用いること 

 

6.2 プロポーザル参加申込時の提出書類 

6.2.1  作成にあたっての留意事項 

 提出書類の作成に当たっては、本市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。 

(1) 事業者を特定できるような表現や企業名は用いないこと。ただし、正本及び副本については、企業

名等を表記すること。 

(2) 各様式に文字数及び枚数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料

等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。 

(3) A4 版ファイル綴じとする。図面等で A3 版を使用する場合は A4 版に折り込むこと。 

(4) 使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定めるもの、通貨は日本円、時

刻は日本標準時とする。 

(5) Microsoft Word 又は Exce1 形式（Windows 版、バージョンは 2013 以降とする。）により作成する

ことを基本とする。 

(6) 原則として横書きで記載すること。 

(7) 使用する文字サイズは 10.5ポイント以上とする。 

(8) 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。 

6.2.2 提出書類 

 プロポーザルへの参加を表明する時は、下表に示す書類を 7部（正本 1部、副本 1部、それ以外 5部）

提出すること。正本、副本以外の 5部については、事業者を特定できるような表現や企業名を黒塗りに
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すること。 

提出書類 様式 作成要領等 

プロポーザル参加申込書 2 ・必要事項をもれなく記載し、必ず本市へ届出済みの

使用印鑑又は実印により押印すること 

参

加

資

格

確

認

書

類 

会社概要 3 ・必要事項をもれなく記載すること 

業務実績調書 4 ・必要事項をもれなく記載すること 

・完了実績を確認できる契約書、仕様書等の写し又は

テクリスによる証明（写し可）を添付すること 

配置予定技術者調書 

（管理技術者、照査技術

者、担当技術者） 

5-1 

～ 

5-3 

・配置予定管理技術者、照査技術者、担当技術者が参

加資格要件に定めた資格を証明する書類の写しを添付

すること 

・配置予定管理技術者は、原則として変更できない。

ただし、退職等のやむを得ない理由により変更する場

合には、同等以上の技術者であるとの本市の確認を得

ること 

 

6.3 企画提案書提出時の提出書類 

6.3.1  作成にあたっての留意事項 

 提出書類の作成に当たっては、本市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。 

(1) 事業者を特定できるような表現や企業名は用いないこと。ただし、正本及び副本については、企業

名等を表記すること。 

(2) 各様式に文字数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料等を巻末

に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。 

(3) 【任意様式】企画提案書の提案内容については、A4 版８枚以内にて作成すること。なお、A4 版片

面の印刷に対し１枚と数え、両面での印刷は２枚と数える。 

(4) A4 版ファイル綴じとする。図面等で A3 版を使用する場合は A4 版の大きさに折り込むこと。 

(5) 使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定めるもの、通貨は日本円、時

刻は日本標準時とする。 

(6) Microsoft Word 又は Exce1 形式（Windows 版、バージョンは 2013 以降とする。）により作成する

ことを基本とする。 

(7) 原則として横書きで記載すること。 

(8) 使用する文字サイズは 10.5ポイント以上とする。 

(9) 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。 

(10)評価項目ごとにインデックスを付し、見やすいよう配慮すること。 

(11)提出書類への押印は、必ず本市へ届出済みの使用印鑑又は実印により行うこと。 

6.3.2 提出書類 

 企画提案書提出時は、下表に示す書類を提出すること。提出部数は、7部（正本 1部、副本 1部、そ
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れ以外 5部）提出すること。正本、副本以外の 5部については、事業者を特定できるような表現や企業

名を黒塗りにすること。 

また、企画提案書に関して目次及びページ番号を付与すること。 

提出書類 様式 作成要領等 

企画提案書類提出届 6 ・必要事項をもれなく記載し、必ず押印すること 

企

画

提

案

書 

企画提案書 7 ・必要事項をもれなく記載し、必ず押印すること 

提
案
内
容 

実施方針 任意 

様式 

・本業務の目的・条件・内容をよく理解したうえ

で、実施方針について記載すること 

業務実施体制 任意 

様式 

・本業務を円滑に実施するために必要な技術者の

配置、実施体制について記載すること 

業務工程 任意 

様式 

・本業務を実施するにあたり、具体的な業務手順

や工程計画を踏まえて業務工程について表を用い

て記載すること 

特定テーマ 任意 

様式 

・本業務の趣旨、業務内容を踏まえて、創意工夫、

独創性、積極性等が盛り込まれており、本市に有益

となる提案を記載すること 

見積書 

 

任意 

様式 

・提案内容に従って、本業務を実施するうえで必

要となる経費を任意様式にて見積書として作成す

ること 

 

6.4 参加辞退時の提出書類 

 プロポーザルへの参加を辞退するときは、下表に示す書類を1部提出すること。 

提出書類 様式 作業要領等 

辞退届 8 ・必要事項をもれなく記載し、必ず押印すること 

 

6.5 諸手続きを代理人に委任する場合の提出書類 

 諸手続きを代理人に委任する場合は、下表に示す書類を1部提出すること。 

提出書類 様式 作業要領等 

委任状 9 ・必要事項をもれなく記載し、必ず押印すること 

 

以上 


